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東日本大震災と原子力災害から１３年余りが経過しました。  

帰還困難区域では、特定帰還居住区域の避難指示解除に向けた

取組が進められているほか、県全体におきましても、移住者数や

新規就農者数が過去最多を更新し、県産品の輸出額も過去最高を

記録するなど、福島の復興は着実に前進しております。  

 

このような中、国においては、脱炭素とエネルギー安全保障の

両立に向けた、「エネルギー基本計画」の見直しの議論がなされ

ておりますが、検討に当たっては、当県における過酷な原発事故

の現状と教訓を踏まえ、国民の安全・安心を最優先に考え、丁寧

に議論を進めることが、福島の復興に向けた取組に対する信頼に

もつながります。  

当県といたしましては、引き続き、「原子力に依存しない、安

全・安心で持続的に発展可能な社会づくり」を基本理念に掲げ、

全力で復興に向けた挑戦を続けてまいります。  

 

福島県においては、今もなお多くの県民がふるさと を離れ、避

難生活を続けておられるほか、避難地域の復興・再生、廃炉と汚

染水・処理水対策、風評と風化の問題に加え、復興のステージが

進むにつれて新たな課題も顕在化するなど、いまだ多くの困難を

抱えております。  

さらに、度重なる自然災害からの復旧に加え、急激に進む人口

減少や長期化する原油価格・物価高騰への対応など、全国的な課

題にも同時に対処していく必要があります。  

 

こうした、世界にも類を見ない困難を抱える福島の復興は、長

く厳しい戦いとなることから、今後も粘り強く挑戦を続けていか

なければなりません。  

このため、当県の 総合計画や福島復興再生計画に掲げる取組を

一つ一つ着実に実現していくとともに、福島の復興・創生の加速

化に向け、第２期復興・創生期間後も切れ目なく、安心感を持っ

て 復 興 へ の 挑 戦 を 続 け る こ と が で き る よ う 十 分 な 財 源 の 確 保 や

進捗状況に応じたきめ細かな対応が不可欠であります。  

 

国におかれましては、福島復興再生特別措置法に掲げる責務を

果たすとの強い決意の下、県や市町村の声を真摯に受け止め、最

後まで責任を持ち、総力を挙げて福島の復興と地方創生の推進に

取り組んでいただきますよう、次のとおり要望いたします。  

  

 

令和６年６月７日  

 
                 



要 望 事 項 

 

１ 避難地域等における地域公共交通ネットワークの構築に 

関する支援等                   ・・・１ 

２ ＪＲ只見線の継続的な運行            ・・・２ 

３ ローカル鉄道の再構築に関する支援        ・・・３

４ 厳しい経営状況にある交通事業者への財政支援等  ・・・４ 

５ 地域間幹線系統バスの確保・維持に向けた支援   ・・・５ 

６ 第三セクター鉄道会社に対する補助事業等の予算確保・・・６ 

７ 新幹線騒音対策の強化               ・・・７ 
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１ 避難地域等における地域公共交通ネットワークの構築に関す
る支援等 

【国土交通省、復興庁】 
 

(1) 避難地域における地域公共交通ネットワーク構築の支援 
  より一層の帰還促進や生活の利便性向上を図るとともに、福
島国際研究教育機構の設立など福島イノベーション・コースト
構想の進展と連動した持続可能な地域公共交通ネットワーク
を構築するため、令和７年度までとされている地域公共交通確
保維持事業（被災地域地域間幹線系統確保維持事業）について、
いまだ復興の途上である避難地域の現状を踏まえ、令和８年度
以降も継続し、中長期にわたり必要な予算を確保すること。 
あわせて、避難地域市町村が実施するコミュニティバスやデ

マンド型乗合タクシー等の運行事業、さらには、新たな交通モ
ードへの実証事業への支援についても、復興まちづくりの進展
に応じ、令和８年度以降も被災者支援総合交付金等により必要
な予算を確保すること。 

 
(2) 被災地域地域間幹線系統確保維持事業におけるバス購入補
助の特例の継続 

   避難地域において路線バスを運行する交通事業者の負担を
軽減し、避難地域のバス路線の確保・維持を図るため、バス購
入時の一括補助の措置について、復興の現状を踏まえ、令和８
年度以降も継続すること。 

 
(3) 地域間幹線系統確保維持事業の特例措置（激変緩和措置）の
継続 

   被災地域地域間幹線系統確保維持事業から地域間幹線系統
確保維持事業に移行した路線の輸送量要件の緩和等の特例に
ついて、引き続き、避難者の生活の足を維持・確保できるよう
継続すること。 
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２ ＪＲ只見線の継続的な運行 

【国土交通省、総務省、観光庁】 
 

只見線は、ＪＲ路線の上下分離方式の導入の先進事例として、
地方路線の維持に加え、鉄道を軸にした地方創生の全国に先駆け
た取組である。今後も日本一の「地方創生路線」として生活路線、
観光路線、教育路線、産業路線で利活用され、何度でも乗りたい・
訪れたいと思える路線・地域を創り上げるため、以下の内容につ
いて支援すること。 
 
(1) 只見線の施設整備や維持管理費に対する財政支援 

   上下分離方式の導入により、県と会津 17 市町村が毎年負担
している維持管理に要する費用について、持続可能な地域公共
交通モデルとして引き続き、安全で安定的な運行が確保される
よう、特別な財政需要として地方交付税を措置するなど財政支
援を講じるとともに、地方債（一般事業（地域鉄道対策事業））
の充当を可能とすること。 

 
(2) 只見線の利活用促進に関する支援 

鉄道を活用した地方創生モデルとして、福島県や地元自治体
が取り組む利活用促進について、国においても様々な機会を捉
えて只見線をＰＲし、インバウンド等の誘客を支援すること。 
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３ ローカル鉄道の再構築に関する支援 

【国土交通省】 
 
  ＪＲ各社による赤字路線の収支公表や、昨年 10 月に施行した
改正地域交通法により、ローカル鉄道の再構築に向けた議論が活
発化しているが、鉄道路線全体のネットワークの在り方について
は、地方自治体に委ねるのではなく、国が日本全体の問題として
捉え、地方路線の維持に向けて積極的に関与すること。 
 あわせて、法改正に伴い整備された地域公共交通再構築事業に
ついて、それぞれの地域の実情に応じて、施設整備を始め、利用
促進や実証事業、駅を中心としたまちづくり等に取り組むことが
できるよう、柔軟な運用と十分な予算の確保を図ること。 
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４ 厳しい経営状況にある交通事業者への財政支援等 

【国土交通省】 
 

(1) 地域公共交通事業者への支援 
新型コロナウイルス感染症や今般の原油価格・物価高騰の影

響により、地域公共交通事業者は、極めて厳しい経営を強いら
れているが、こうした中にあっても、事業者が安定的に地域公
共交通サービスを提供し、社会機能を維持できるよう、地域公
共交通事業者への減収補てんを含む新たな支援制度を構築す
ること。 

 
(2) 地域公共交通事業者の人材確保・育成への支援 

コロナ禍からの回復の遅れや原油価格・物価高騰の影響等に
より、地域公共交通事業者における人材不足の課題がより一層
顕著になっていることから、処遇や労働環境の改善を始め、規
制緩和、資格・免許取得の支援、さらには業界のイメージアッ
プなど、国において総合的な対策を講じること。 
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５ 地域間幹線系統バスの確保・維持に向けた支援 

【国土交通省】 
 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金について、必要な予算を
確保するとともに、急激な人口減少やコロナ禍からの回復が遅れ
ている現状等を考慮し、輸送量等の補助要件について緩和措置を
継続すること。 
あわせて、バス専用道を有しているなどの特殊な事情により、

運行経費以外の維持管理費を要している路線について、実情に応
じた算出額となるよう、特例措置等を設けること。 
また、いわき市など過去に大規模な市町村合併を行った自治体

において、自治体内を運行する広域バス路線同等の長大路線につ
いて、交通事業者の負担軽減のため、地域間幹線系統確保維持費
国庫補助金と同等の財政支援が受けられるよう、特例措置等を設
けること。 
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６ 第三セクター鉄道会社に対する補助事業等の予算確保 

【国土交通省】 
 
  新型コロナウイルス感染症の５類化以降も新しい生活様式の
浸透等により利用者が回復していない中、物価の上昇が続いてい
る影響により、より一層厳しい経営を強いられている第三セクタ
ー鉄道会社の状況を踏まえ、地域鉄道が安全で安定的に経営を維
持していけるよう、施設整備、車両更新、車両検査等に対して、
鉄道施設総合安全対策事業やポストコロナを見据えた受入環境
整備促進事業等において、十分な予算を確保するとともに、補助
率どおり全額交付すること。 
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７ 新幹線騒音対策の強化 
【国土交通省、環境省】 

 
(1) 新幹線鉄道騒音対策 

新幹線沿線において、環境基準 70dB が達成されるよう、効
果的かつ速やかな音源対策等について、国が主導的に取り組む
こと。 

 
(2) 低周波音に係る基準・評価方法の明確化 

新幹線鉄道走行による低周波音の環境影響に対し県民に不
安が生じていることから、早期に低周波音に係る測定・評価方
法及び低減策を示すこと。 

 


